
【働き方改革推進のための企業要請】 

 

 日時 平成３０年１１月２９日（木）１５：００～１６：００ 

 場所 社会福祉法人 青谷福祉会 

 内容 

対応者： 社会福祉法人 青谷福祉会 

            理事・施設長 藤川好寿 

            事務次長   西村 孝 

   訪問者： 京都労働局総務部長  佐藤賢一郎 

        雇用環境・均等室 室長補佐 山中広嗣 

 

 ・京都労働局 佐藤賢一郎総務部長は平成３０年１１月２９日（福）青谷福祉会を訪問して、藤川好

寿理事、西村孝事務次長と面談し、働き方改革の推進に係る要請を行いました。 

 ・（福）青谷福祉会では新規採用の職員研修について「プリセプターシップ制度」を導入し、コミュニ

ケーションを重視したマンツーマンで丁寧な指導を行っているとご説明がありました。 

・また、障害者の雇用については、支援学校と連携して継続した雇用を実現しています。 

・西村孝事務次長からは、２０１９年４月からスタートする年５日間の年次有給休暇の時季指定につ

いて、介護の業界では運営体制を安定的に維持することが利用者の安全・安心の基礎であり、年次

有給休暇の取得促進とのバランスが難しいため、業界別により丁寧な指導を求めたいとお話しを頂

きました。 

  

 

 

 

 

 

 

  
佐藤賢一郎総務部長（左） 藤川好寿理事（右） 

インターンシップの受け入れも行っています  

若手職員が高等学校などで OB 訪問を行って

仕事内容を説明するほか、介護の職場に興味 

を持つ学生については職場体験のためのイン

ターンシップを実施しています。 

特別養護老人ホーム ヴィラ稲荷山 


